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渋沢地区・ 霊園開発地におけるノス リ保護対策の

抜本的拡充強化 について ( 要 望)

渋沢地区
・

相模メモ リアルパーク第 2霊 園の工事区域 とその周辺ではノス リ

の繁殖期を迎えています。昨シーズンはノス リの繁殖が確認 されたことか ら貴

職のご指導で一定の期間と範囲で工事が中止 され 1羽 の雛が巣立ったことに感

謝いた します。 この教訓を踏 まえて今期の猛禽類の保護対策を抜本的に拡充強

化することを要望いた します。

1 工事による繁殖妨害の阻止

今シーズンは、昨年 10月 下旬か らノス リのデ ィスプ レイ と見 られる行動が

始ま りま り、現在に継続 しています。一般にノス リのディスプ レイは早 くとも

1月 か ら始まるとされていますが、早期か ら縄張 りを主張す るかのような行動

が開始 された原因 としては、工事の進捗によつて営巣地・採餌地が大規模かつ

急速に改変・消失 したことが推察 されます。まもなくノス リがもつとも敏感 と

なる本格的な繁殖期を迎えますが、貴職におかれましては、急速大規模な工事

によってノス リの造巣をは じめとする一連の繁殖行動がいささかも妨害 され る

ことのないよう事業者を強 くご指導 くださるよ う要望いた します。

事業者は経営許可申請書 ( 以 下、許可申請書 と呼びます) に おいて 「工事に

起因する要因により対象猛禽類の繁殖に悪影響が及んでいる可能性が認められ

た場合には、工事の一時中止などの配慮を行 う」 と述
べ

てお り、また、市 も昨

年 3月 議会で、ノス リに悪影響がでた場合
「

必要に応 じて、工事の変更、一部

中止はやむを得ない」 と答弁 しています。
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2 昨期 営巣地 に対す る特別 な保 全 対策

昨 シー ズ ンに雛 が育 った繁殖 環境 お よび採餌 環境 の保 全 は特別 に重要 です。

進入路 は営巣 中心域 を数 百 メー トル にわた つて横切 つています が、環境省 の

「猛 禽類保 護 のす す め方 」 ( 以 下、改訂版 を含 め国指針 と呼 び ます ) で は
「

住

宅 、工場 、
… …

お よび道 路 な どの建設 、森林 の開発 を避 け る必要 が あ る」 とさ

れ 、 も とも と大規模 開発 が認 め られ ない 区域 です。 さらに国指針 は
「

繁殖 が成

功 した 1シ ー ズ ンを含 む 2営巣期 … … に繁殖 しなか った場合 、 あ るい は繁殖 を

途 中で放棄 した場合 には、飛行軌跡 等 のデー ター量 と具体的 な内容 を基 に、専

門家 の意 見 を聞いてそ の後 の対応 を検討す
べ

きで あ る」 と強調 しています。

事業者 もまた、許 可 申請 書 にお いて 「
営巣木 お よび営巣 中の主要 な狩場 な ど

が認 め られ る場所 の周辺部 につ いては、でき る限 り繁殖 期 間 を避 けて工事 を実

施 で き るよ う、工事 計画 を策 定す る」 と記 してい ます。

貴職 にお かれ ま しては、事 業者 に対 し早急 に 2期 目の繁殖 を保 証す るた めの

有効 かつ具体 的 な工事計画書 を作成 し、 これ を書 面等 に よつて市
・

県 に報告す

る よ うご指導ね がい ます。

3 モニ タ リン グの通年化 と拡充強化

事業者 は許 可 申請書 にお い て、猛禽類 の調 査 は
「

各年 の 3月 ～ 8月 に実施 し、

各月 1回 ～ 2回 」行 うと してい ます。 しか し、計画地 に生息す るノス リは留鳥

で あ り、繁殖期 の一部期 間 ( 6ヵ 月) だ けの調 査 では保 護 に役 立つ情報 は得 ら

れず ま つた く不十分 です。 国指針 は
「

調査 時期 は、一般 的 には繁殖期 は 1～ 8

月 、非繁 殖期 は 9～ 12月 と し、各
々 につ いて行 う」

「生息 ( 繁殖 ) 状況 は、

巣 立 ち、孵化
・

育雛 まで、産卵
・ 抱卵 まで、造巣 まで、生息 のみ の 5段階 にわ

けて記録 す る」 と して、通年 の調査 を指 導 してい ます。 市 のオオ タカ調査 団 も

通年調査 を行 つてい ます。

霊 園開発 区域 は広 く、観 察者 1人 で は見落 と しが生 じ、 l ヵ 所 か らでは地形

上観 察不能 な地点 も多 くあ ります。 さ らに採餌 状況 の観 察 はあ る程度 の人員 と

時 間が必 要 です。 その上オオ タカ雌雄 も飛 翔 しています。

また、秦野市 と周辺 にお け る産卵 時期 につ い ては、 2002年 は 3月 18日

～ 23日 、 2007年 は人為 的 な要 因 もあつてそれ よ り2ヵ 月程度遅 か つた と

の記録 が あ ります。ノス リの繁殖行動 が、特 に開発 区域 とそ の周辺 にお いて は、

標 準的 な繁殖 スケ ジ ュール通 りに行 くとは限 りませ ん。

貴職 にお かれ ま しては事業者 に対 し、モニ
タ リングを通年体制 に し、人員

・

場所
・ 時 間

・
機材 を拡 充 し精度 を高 め、猛禽類 の生息お よび採食 地 の状況 を総

合 的 に把握 し、複数 の専 門家 に よって解析 し、結果 を直 ちにフィー ド
バ

ックす
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るようご指導 くださるよう要望 します。

4 国
・

県指針の基本的性格

「
神奈川県オオタカ保護指導指針」 ( 以 下、県指針 と呼びます) は 「オオタ

カの保護および 自然環境の保全を図るものである」 として、オオタカ と自然環

境を切 り離すのではなく、オオタカ保護の行 き着 く先、基本的な 目的は自然環

境の保全だ としています。

また、県指針が依拠する国指針でも、イヌワシ、クマタカ、オオタカ以外の

猛禽類の保全措置については
「これ ら3種 の考え方や海外の事例等を参考に し

つつ、適切な手法で配慮 していく必要がある」 としています。行政 も、事業者

も、私 ども市民も、 ともに知恵を絞ってオオタカ とともに絶滅の危機に直面 し

ているノス リの保護策を考え、もつて自然環境・生物多様性の保全をめざして

い く必要があると考えます。

事業者側には猛禽類の専門家がお られると伺つています。市にもオオタカ調

査団が長年にわたつて猛禽類の調査を継続 しています。私 どももその方々の知

見を拝聴 し、市、事業者、私たち3者 が開発区域 とその周辺に繁殖するノス リ

の危機的状況 とその保護対策について意見を交わす機会を設けて くださるよ う

お願いいた します。

ご多忙中誠に恐縮ですが、 2月 12日 までに文書にてご回答 くだ さるようお

願いいた します。

以 上

257- 0013 秦野市南が丘 2- 2- 6- 204

小 日向 彰   0463- 81- 5476( FAX兼用)
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